
山形県と株式会社モンベルとの連携と協力に関する包括協定 

 

 

 山形県（以下「甲」という。）と株式会社モンベル（以下「乙」という。）は、相互の連携

を強化し、「やまがた創生」に資するため、以下のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙がそれぞれ有する人的・物的・知的資源を有効に活用し、アウ

トドアの活動等の促進により、「やまがた創生」に資することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携、協力する。 

（１）自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関すること 

（２）子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること 

（３）自然体験の促進による健康増進に関すること 

（４）防災意識と災害対応力の向上に関すること 

（５）地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域経済の活性化に関すること 

（６）農林水産業の活性化に関すること 

（７）高齢者、障がい者等の自然体験参加の促進に関すること 

２ 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙は協議を行うものとする。また、

具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。 

３ 乙は本条に定める事項を効果的に進めるため、甲と乙の協議により、乙の関連会社に実

施させることができる。 

 

（守秘義務） 

第３条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、

本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について相手方との間におい

て守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限り

ではない。 

 

（有効期間）  

第４条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は１年間とする。ただし、本協定書

の有効期間満了の日から１か月前までに甲又は乙から申し出のないときは、さらに１年間

更新するものとし、その後も同様とする。 

 

 

 



（協定の見直し）  

第５条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議し変更

を行うものとする。  

 

 

（疑義の決定） 

第６条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲と乙

が協議の上、決定する。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ１通を保有する。 

 

 

平成３０年５月９日 

    

   

甲：山形県山形市松波二丁目８番１号 

       山形県知事 

 

                     吉 村  美 栄 子 

 

    

 

    乙：大阪府大阪市西区新町二丁目２番２号 

                株式会社モンベル 

                 代表取締役会長 

 

                     辰 野  勇 

 

 

      


